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今回のテーマ

まちづく

　神川町では交通空白地域の解消や、高齢者等の移動手段の確保などを図るた

め、令和7年1月よりデマンド型乗合交通 「チョイソコかみかわ　なっちゃん号」 を

実証運行しています。

　なっちゃん号は自宅周辺の停留所と公共施設や病院、商業施設などへ移動する

ことのできる公共交通です。 また、特定のルートを運行するのではなく予約に応じて停留所間を最短経路で運行する

ため、乗車時間の短縮や目的地までの移動負担の軽減につながります。 令和8年4月より停留所が増設され、新しい割

引制度が開始しています。

月～土曜日

午前8時～午後6時

※祝日・年末年始は除く

大人（中学生以上）　300円/1乗車、 藤岡総合病院1,500円/1乗車

小学生　　　　　　　　 150円/1乗車、 藤岡総合病院750円/1乗車

未就学児　　　　　　　無料（保護者同伴）

定期券（藤岡総合病院での乗車を除く）　3,000円/1か月 ・ 9,000円/3か月

【割引制度】　以下に該当する方は割引が適用されます。

● 障害者手帳・ミライロID提示者および介助者1名

● 町内在住の65歳以上の方

● 町内在住の運転経歴証明書提示者（運転免許証返納者）

150 円/1乗車（藤岡総合病院での乗車を除く）

【電話】

月～土曜日

午前9時～午後4時

※祝日・年末年始は除く

【インターネット】

24時間受付

住宅地停留所　109 か所　　目的地停留所　48か所

令和8年4月より56か所が増設されています。
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神川町のデマンド交通
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停留所
停留所の目印

は緑の看板！

詳しくは町ホームペー

ジをご覧ください。



切り取り線

お名前 年齢

＜ご意見＞ 「かみかわまちづくり通信」

令和8年6月１日号

※お名前、 年齢、 性別についての記入は任意です。

今回のテーマに関するご意見をお寄せください

　「まちづくり通信」をお読みいただきありがとうございます。今回取り上げたテーマについて、町民の皆

様の率直なご意見をお寄せください。意見の送付方法は下記の通りです。

①「まちづくり提案箱」に投函

　本面下部の用紙を切り取り、町が設置してい

る「まちづくり提案箱」に投函してください。

設置場所　役場（本庁舎1階）/神泉総合支所/

中央公民館/ふれあいセンター

②「電子申請」を利用して投稿

　２次元バーコードを読み取り「神

川町電子申請・届出サービス」へア

クセスしてください。

【締切】

6/30（火）

【まちづくり通信について】

　月に1回の広報紙とは別にテーマを絞り込んだまちづくり通信を町民の皆様に配布しています。 広報では伝えきれない

情報を伝え、毎号テーマごとに町民の皆様の意見を募集し町政へ反映させることを目的としています。

利用方法

STEP １　申込み
会員申込書を総合政策課へ提出　※インターネットからの申込みも可能（24時間受付）

STEP ２　会員証が届く
会員証が送られたら利用可能！インターネットからの申込みはその場で会員番号が発行され、すぐに利用できます。

STEP ３　利用したい日を予約する
電話やインターネットで乗車の予約をします。 利用希望の14日前から30分前まで受付可能です。

ご意見の一例 ： ○○に停留所を設置してほしい、○○でも説明会を開催してほしい、○○のようなイベントを開催してほしい　等

※デマンド交通に係る意見は7月1日以降も町ホームページより募集を行っています。


